
埼 玉 県 生 物 多 様 性 保 全 戦 略

埼玉県生物多様性保全戦略とは、生物多様性基本法第13条第1項に基づき、

生物多様性国家戦略2023-2030を基本として定める計画（地域戦略）です。

計画期間は、2024～2031年度（2026年度を目途に見直し）です。

生物多様性とは、生き物たちの豊かな個性とつながりのことです。
生物多様性には、「生態系の多様性」、「種の多様性」、「遺伝子の多様性」という３つのレベルの多様性があります。

生態系の多様性 種の多様性 遺伝子の多様性

森林、湿原、河川など、いろいろなタイプの
自然がそれぞれの地域に形成されていること

動物や植物、細菌など、いろいろな種類
の生き物が生息・生育していること

同じ種であっても、遺伝子レベルでは違い
があり、色や模様などに個性があること

様々な斑紋のテントウムシ

私たちの暮らしは、生物多様性がもたらす自然の恵み（生態系サービス）によって支えられています。

生態系サービスは、「基盤サービス」、「供給サービス」、「文化的サービス」、「調整サービス」の４つに分類され、私たち

が豊かな生活を営むためには必要不可欠です。

供 給 サ ー ビ ス 文化的サービス 調 整 サ ー ビ ス

基盤サービス

私たちの暮らしの基礎
になる食料、燃料、水
などの資源を供給する

野菜

私たちに精神的充足、
楽しみ、レクリエー
ションの機会などを
与える

自然とのふれあい

ヒートアイランド
現象の緩和、洪水
被害の軽減など、
環境を制御する 街の中の緑

植物の光合成による酸素の生成、水の循環、土壌の形成など、
私たちを含めたすべての生命が生きるための基盤となり、
他の３つのサービスを支える

植物の光合成 水の循環 土壌の形成

自然の恵みによって私たちの生活が豊かになった一方、人間活動

により、世界的に生物多様性と生態系サービスが悪化し続けていま

す。このままでは生物多様性の損失を止めることができず、持続可

能な社会は実現できないことが指摘されています。そのため、国内

外において、条約や世界目標・国家目標等に基づき、様々な取組が

進められています。

（2024～2031年度 ） ー概要版ー

生物多様性とは

生物多様性の重要性

生物多様性をめぐる国内外の動き

1992年 「生物多様性条約」採択（1993年発効）
2022年12月 生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）

新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」採択

2030年ミッション「ネイチャーポジティブの実現」

⇒2050年ビジョン「自然と共生する社会」を目指す ネイチャーポジティブ （自然再興）とは？

自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、
反転させること。

「ネイチャーポジティブ」イメージキャラクター

だいだらポジー

彩の国

埼玉県

世界

日本

埼玉県マスコット

「さいたまっち」＆「コバトン」

【国内外の主な動き】

2023年3月 「生物多様性国家戦略2023-2030」策定



埼玉県が目指す将来像

埼玉県は、関東平野の中央に位置しており、多くの河川、県西部の山々、県中部の丘陵

や台地、県東部の低地など、変化に富んだ地形と多様な自然環境に恵まれています。人の

営みの影響も受けながら、それぞれの地域で長い時間をかけて多様な生態系が形成されて

おり、約18,000種（日本全体の約20％）の野生生物が生息・生育しています。一方で、

都市化の進展による緑の減少やアライグマ等の特定外来生物の定着などにより生物多様性

の損失が懸念されています。 アライグマ
（環境省提供）

クビアカツヤカミキリ

目指す将来像 ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現

①横断的・基盤的戦略

生態系の健全性の回復

● OECM*等の取組の推進、支援

・企業等の自然共生サイト参加促進のための情報提供・助言等 など

*国立公園や県立自然公園等の「保護地域」以外で、民間等の取組により生物多様性が保全されて

いる地域のこと。

● 希少野生動植物の保全

・県レッドデータブックの見直し・発行

・県内希少野生動植物種の保護増殖の取組推進 など

● 外来生物対策
・県アライグマ防除実施計画に基づく防除の推進
・クビアカツヤカミキリ被害に関する情報収集や防除に関する技術

的助言 など

● 野生鳥獣の適正な保護管理
・第二種特定鳥獣管理計画に基づく二ホンジカ・イノシシの適正な

保護管理 など

● 生態系に配慮した持続可能な農業の推進
・化学肥料や化学合成農薬の使用量削減を通じた環境負荷低減の

取組の推進 など

【主な指標】
県内「自然共生サイト」認定数

12件（2023～2026年度の累計）

希少野生動植物種の新規保護増殖箇所数

10箇所（2022～2026年度の累計）

県内における特定外来生物に関するリストの作成・見直し

１回/年

生物多様性保全に係る取組を支える基盤整備

● 動植物に関する情報の収集・管理・発信
・県民参加型調査の実施
・県生物多様性情報プラットフォームにおける県内動植物の情報の

収集・管理・発信 など

● 多様な主体と協働した保全活動の促進
・県生物多様性保全活動団体登録制度を活用した保全活動の活性化
・市町村の生物多様性地域戦略策定に向けた働きかけ及び支援

● 普及啓発・担い手育成
・県民や企業等の価値観や行動の変革を目指した普及啓発

● SDGｓ官民連携の推進
・埼玉県SDGｓ官民連携プラットフォームを活用した官民連携の

取組推進

【主な指標】
県民調査報告件数

5,000回（2023～2026年度の累計）

生物多様性の認知度

67.7％（2020年度）⇒ 75.0％以上（2026年度）

自然ふれあい施設*の利用者数

130,240人（2022年度）⇒157,500人（2026年度）
*埼玉県自然学習センター・北本自然観察公園、埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター、

さいたま緑の森博物館

県内希少野生動植物種
ムサシトミヨ

県内希少野生動植物種
サクラソウ

埼玉県生物多様性情報プラットフォーム 北本自然観察公園

＜県内に定着している特定外来生物＞

ネイチャーポジティブの実現を目指し、県だけでなく、市町村、企業、NPO等及び県民といった多様な主体の連携・協働により、

「①横断的・基盤的戦略」と「➁生態系エリア別戦略」を進めていきます。

施策展開の方向性



②生態系エリア別戦略

多面的機能を発揮する森林の
豊かな環境を守り、育てる

里地里山の多様な生態系ネットワークを形成する

人と自然が共生する都市をつくる

● 多様な森林づくりの推進
・生物多様性保全、水源かん養や洪水・土砂災害の防止など森林

が有する公益的機能を持続的に発揮できる森づくりの推進

・森林の整備を行う林業経営体や人材育成の支援 など

● 野生鳥獣の個体数管理による森林生態系への被害防止
・過剰な食害防止のための二ホンジカなどの適正な個体数管理
・二ホンジカ生息状況等の情報収集や捕獲促進のための捕獲技術

の向上 など

● 森林生態系の保護の推進
・自然公園や自然環境保全地域の適正な管理を通じた優れた

天然林や野生動植物の生息・生育地の保護
・県自然公園指導員と連携した、登山者・ハイカー等に対する

公園利用のマナー向上や自然公園に関する情報提供 など

【指標】
森林の整備面積

12,500ha
（2022～2026年度の累計）

● 里地里山整備の促進による生物多様性の向上
・地域住民や企業との連携等による里地里山整備の促進
・農業・農山村の持つ多面的機能を維持・発揮するために行われる

地域の共同活動の支援 など

● 緑の保全の推進
・土地所有者の理解を得ながらの地域制緑地の指定の促進
・県民や企業からの寄附金（さいたま緑のトラスト基金）などを

主な資金とした、緑のトラスト保全地の取得・保全 など

【指標】
緑の保全面積

557ha（2020年度）⇒569ha（2026年度）

多様な水域が有機的に結びついた
生態系ネットワークを形成する

● 多自然川づくりの推進（恵み豊かな川との共生）
・河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な

河川景観を保全・創出するための多自然川づくりの推進
・川との共生や保全に取り組む「SAITAMAリバーサポーターズ

プロジェクト」の推進 など

● 湿地生態系保全の推進
・市町村、保全団体等と連携した各地の湿地における保全活動の

推進 など

● 生態系に配慮した持続可能な水田耕作の推進
・水田に生息・生育する動植物の情報収集と田植え時期の違いが

生物多様性に及ぼす影響の調査
・生態系に配慮した農業水利施設整備の推進 など

● 身近な緑の創出の推進
・ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づく緑化計画届出制度の

適切な運用
・市町村における緑化施策の支援や企業・学校等によるみどりの

      創出活動の支援 など

● 生物多様性に配慮した都市公園の整備による緑の創出
・都市公園における在来植生に配慮した植栽等の整備の推進
・県生物多様性の保全に配慮した緑化木選定基準による、在来植物

を使用した緑化についての関係機関や市町村への働きかけ など

● 緑の保全の推進【再掲】

● 都市化に伴う野生鳥獣の適正な保護管理
・都市鳥による被害の防止に向けた市町村との情報共有や技術的

助言 など

【主な指標】
身近な緑の創出面積

250ha（2022～2026年度の累計）

【指標】
SAITAMAリバーサポーターズ
の個人サポーター数（累計）

0人（2020年度末）
⇒24,000人（2026年度末）

SAITAMAリバーサポーターズプロジェクト

トラスト運動の仕組み緑のトラスト保全地ガイド

生物多様性の保全を進める関係者の連携・情報共有の拠点と
して、2022年4月1日に、「埼玉県生物多様性センター」を
環境科学国際センター内に設置しました。

埼玉県生物多様性センターでは、野生動植物の情報の収集や
管理・発信、地域保全活動の支援などさまざまな取組を行って
います。

埼玉県生物多様性センター

都市の中の緑

整備された森林

施策展開の方向性（つづき）



ネイチャーポジティブの実現のためには、一人一人が自ら生物多様性を体感し、多くの生き物とのつながりを
感じることが大切です。できることから、是非取り組んでみてください。

埼玉県

市町村県民

NPO等 企業

味わう

触れる 伝える

参加する 選ぶ

・地域の実情に応じた保全活動を実施する

・豊富で専門的な知識や経験を活かし、

地域におけるリーダー的な役割を果たす

・広く県民に保全活動等への参加の機会を

提供する など

・生物多様性地域戦略の策定を進め、

各々の地域特有の生物多様性の保全

に向けた具体的な取組を推進する

・環境学習や普及・啓発の充実を図る

・地域住民等が行う生物多様性保全

活動を積極的に支援する など

・原材料の調達などにおいて生物多様性

に配慮した選択を行う

・生物多様性に配慮した商品・サービス

を提供する

・敷地内緑地や社有林について自然共生

サイト*として管理する など

・自ら生 物多 様性 を体感し、命の

連鎖と多くの生物との共生を認識

するこ とで、生物多様性保全の

大切さを理解し、価値観と行動を

変革する

・ 生 物 多 様 性 に 配 慮 し た 商 品 ・

サービスの選択といった、環境負荷

の少ない行動をする など

地元で採れた、旬の
食材を味わいましょう

公 園 や 動 物 園 に
出かけて、自然環境
や 生 き 物 に 触 れ ま
しょう

自 ら 触 れ た 自 然 環 境 や
生き物について、写真や
絵などにして子供たちや
周囲の人々に伝えましょう

保全活動や自然観察会へ
積極的に参加しましょう

エコラベル付き商品など
生物多様性保全に配慮
した商品・サービスを
選びましょう
省エネルギー型のライフ
ス タ イ ル を 実 践 し ま
しょう

ネイチャーポジティブの実現のためには、県だけでなく各主体が連携・協働を図りながら取組を推進すること
が必要です。

【お問合せ先】

埼玉県環境部みどり自然課
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話 048-830-3143    FAX 048-830-4775
▼ホームページ（県戦略の全文はこちらで確認できます）

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/seibututayousei/kensenryaku2024-2031.html

ネイチャーポジティブ
実現に向けた

連携・協働

・県戦略の実現に向け、各主体と連携し、

生物多様性保全施策を推進する

・県が主体で実施する事業においては、

生物多様性の視点を常に取り入れる など

埼玉県生物多様性保全戦略

私 た ち に で き る こ と

各主体に求められる役割

*国が認定する「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」。
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